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(57)【要約】
　本発明はトルネードヨーヨーを開示し、二つの回転デ
ィスクと、二つの回転ディスクの背面部を接続する接続
軸とを含み、当該回転ディスクのディスク内の中心に凸
柱が設けられ、凸柱にベアリングが設けられ、回転ディ
スクの外側に回転蓋が覆って設けられ、当該回転蓋の中
心が回転ディスクに向いた方向へ接続穴が伸びており、
接続穴がベアリング上に嵌められることにより回転蓋が
回転ディスクに対して回転することができ、回転蓋の外
縁部に回転ディスクの縁部を包むように端折が設けられ
ることで、正面からヨーヨーを握ったりつまんだりする
時、指は回転蓋の端折に接触するので、回転ディスクの
回転に影響を与えない。従って、従来のヨーヨーと比べ
より多くの手操作方法があり、更にストリングと協力し
て操作すれば、より多くの新しいプレイスタイルを組み
合わせたり作ったりすることができ、プレイヤーがヨー
ヨーの新しい技への探索やイノベーションのニーズを満
足できる。これにより、愛用者が簡単にヨーヨーに対す
る興味を失わず、絶え間なく探索するうちにその喜びを
得られる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　二つの回転ディスク１と、二つの回転ディスク１の背面部を接続する接続軸２とを含み
、
　前記回転板１のディスク内の中心に凸柱１１が設けられ、前記凸柱１１にベアリング４
が設けられ、前記回転ディスク１の外側に回転蓋３が設けられ、前記回転蓋３の中心が回
転ディスク１に向いた方向へ接続穴３１が伸びており、前記接続穴３１が前記ベアリング
４上に嵌められることにより、回転蓋３が回転ディスク１に対して回転することができ、
前記回転蓋３の外縁に前記回転ディスク１の縁部を包む端折３２が設けられる、
　ことを特徴とするトルネードヨーヨー。
【請求項２】
　前記回転蓋３の重心は前記回転ディスク１の重心と重なっていることを特徴とする請求
項１に記載のトルネードヨーヨー。
【請求項３】
　前記端折３２と回転蓋３の縁部とが形成する空間は前記回転ディスク１のディスク縁部
１２より大きく、前記回転蓋３が前記ベアリング４に接続すると前記端折３２と回転ディ
スク１のディスク縁部１２との間に隙間が存在することを特徴とする請求項１に記載のト
ルネードヨーヨー。
【請求項４】
　前記凸柱１１の端部に近い位置に凹溝１３が一周設けられ、前記ベアリング４が凸柱１
１に嵌め込まれると前記凹溝１３がベアリング４の外側へ突き出て、止め輪５が前記凹溝
１３に嵌め込まれることによりベアリング４が凸柱１１に接続されることを特徴とする請
求項１に記載のトルネードヨーヨー。
【請求項５】
　　前記凸柱１１の端部にネジ穴１４が開けられ、前記ベアリング４が凸柱１１に嵌め込
んだ後、ナットの直径が凸柱１１の直径より大きいねじ６をねじ穴１４にねじ込むことに
より、ベアリング４と凸柱１１とが接続されることを特徴とする請求項１に記載のトルネ
ードヨーヨー。
【請求項６】
　前記回転蓋３の外表面は縁部が高く中心が低い均一な凹面状であり、回転蓋３の中心は
凹面の最も低い箇所であり、前記回転蓋３の接続穴３１は回転蓋３の底面に位置し、且つ
接続穴３１の穴壁が前記回転蓋３と一体に成形されることを特徴とする請求項１に記載の
トルネードヨーヨー。
【請求項７】
　前記回転蓋３の外表面の中心には、プレイヤーが握る又はヨーヨーのストリングにより
動く凸軸３３が外側へ向けて突出して設けられていることを特徴とする請求項１に記載の
トルネードヨーヨー。
【請求項８】
　前記回転ディスク１のディスク縁部１２の端面の中心に凹リング１５が設けられ、前記
凹リング１５にカウンターウェイトリング７が嵌めて設けられることを特徴とする請求項
１に記載のトルネードヨーヨー。
【請求項９】
　前記回転ディスク１のディスク内に円板８が設けられ、前記円板８の中心に前記回転デ
ィスク１の凸柱１１に嵌められる丸穴８１が開けられ、前記円板８の外表面に装飾文様又
は装飾パターン層が設けられていることを特徴とする請求項１に記載のトルネードヨーヨ
ー。
【請求項１０】
　前記回転蓋３は、対応する回転ディスク１内の円板８を観察できる透明な蓋体として設
計されることを特徴とする請求項８に記載のトルネードヨーヨー。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ヨーヨーに関し、特にトルネードヨーヨーに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来のヨーヨーは、既に様々な技で遊ぶことができる。例えば、ストリングでヨーヨー
を投げ出し、ヨーヨーをストリングの末端で高速に回転させてから、ストリングを操作す
ることにより様々なプレイスタイルの動作、例えば、犬の散歩、マジックボール、アラウ
ンド・ザ・ワールド、エッフェル塔等の動作をすることができ、更に複数のプレイスタイ
ルをつないで一連になって遊んでも良い。更には、手に持って遊ぶものもあり、例えば、
ヨーヨーの回転ディスクの外側の中心に回転ディスクに対して回転可能な凸軸が設けられ
、持ちやすくするため、凸軸を回転ディスクのディスク縁部の外へ伸ばし、ひいては凸軸
の端面を蓋板状に拡大することにより、ヨーヨーの両側から凸軸をつまむことができ、ヨ
ーヨーが手に持たれた時もヨーヨーの回転ディスクが回転し続けることができ、更にスト
リングの動作と協力することで、より多くの遊び方ができるようになる。しかしながら、
技術の熟練や遊び方の絶え間ないイノベーションや試みに伴い、従来のこのような構造の
ヨーヨーも益々ヨーヨープレイヤーのニーズを満足することができなくなってしまった。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　本発明の目的は、上記の課題を解決するものであり、側面からヨーヨーをつまむことが
できる以外に、正面からもヨーヨーを握ることができ、より多くの遊び方のニーズを満足
することができ、興趣性が非常に高いトルネードヨーヨーを提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本発明の技術案は以下のように実現される。
【０００５】
　トルネードヨーヨーであって、前記トルネードヨーヨーは、二つの回転ディスクと、二
つの回転ディスクの背面部を接続する接続軸とを含み、前記回転ディスクのディスク内の
中心に凸柱が設けられ、前記凸柱にベアリングが設けられ、前記回転ディスクの外側に回
転蓋が設けられ、前記回転蓋の中心には回転ディスクに向いた方向へ接続穴が伸びており
、前記接続穴が前記ベアリング上に嵌められることにより、回転蓋が回転ディスクに対し
て回転することができ、前記回転蓋の外縁部に前記回転ディスクの縁部を包む端折が設け
られることを特徴とする。
【０００６】
　その中、前記回転蓋の重心は前記回転ディスクの重心と重なっている。このようなヨー
ヨーは遊んでいる時、揺れることなく、より安定に回転することができる。
【０００７】
　回転蓋が回転ディスクと接触して回転ディスクの回転に影響を与えることを出来る限り
避けるために、前記端折と回転蓋の縁部とが形成する空間は前記回転ディスクのディスク
縁部より大きく、前記回転蓋が前記ベアリングに接続した後、前記端折と回転ディスクの
ディスク縁部との間に隙間が存在する。
【０００８】
　ベアリングが凸柱から外れることを避けるために、本発明は以下の手段を採用しても良
い。手段一は、前記凸柱の端部に近い位置に凹溝が一周設けられ、前記ベアリングが凸柱
に嵌め込まれると前記凹溝がベアリングの外側へ突き出て、止め輪が前記凹溝に嵌め込ま
れることにより、ベアリングが凸柱に接続されることである。手段二は、前記凸柱の端部
にネジ穴が開けられ、前記ベアリングが凸柱嵌め込まれた後、ナットの直径が凸柱の直径
より大きいねじをネジ穴にねじ込むことにより、ベアリングが凸柱と接続される。
【０００９】
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　本発明の回転蓋の外表面は縁部が高く中心が低い均一な凹面状であり、回転蓋の中心は
凹面の最も低い箇所であり、前記回転蓋の接続穴は回転蓋の底面に位置し、且つ接続穴の
穴壁が前記回転蓋と一体に成形される。このように設けられた凹面はプレイヤーが指を凹
面に当接する技を行うことができ、当該ヨーヨーの遊び方が増える。
【００１０】
　更に、前記回転蓋の外表面の中心に、プレイヤーが握る又はヨーヨーのストリングによ
って動く凸軸が外側へ向けて突出して設けられる。
【００１１】
　回転ディスクの縁部を重くして、回転ディスクの重心を外側へ移動させ、回転ディスク
の重心が回転蓋の重心と重なるようにするために、前記回転ディスクのディスク縁部の端
面中心に凹リングが設けられ、前記凹リングにカウンターウェイトリングが嵌めて設けら
れる。
【００１２】
　当該ヨーヨーがプレイヤーに更に好まれるように、前記回転ディスクのディスク内に円
板が設けられ、前記円板の中心に前記回転ディスクの凸柱に嵌められる丸穴が設けられ、
前記円板の外表面に装飾紋様又は装飾パターン層が設けられる。
【００１３】
　更に、回転ディスク内における円板を観察できるように、前記回転蓋が対応する透明の
蓋体として設計される。
【００１４】
　本発明は、回転ディスクのディスク内の中心に凸柱が設けられ、凸柱にベアリングが設
けられ、そして回転ディスクの外端を覆うように設けられた回転蓋をベアリングに接続さ
せることにより、回転蓋が回転ディスクに対して回転することができ、回転蓋の外縁部に
端折が設けられて回転ディスクの縁部を包むことで、正面からヨーヨーを握ったりつまん
だりする際、指は回転蓋の端折と接触するので、回転ディスクの回転に影響を与えない。
従って、従来のヨーヨーと比べより多くの手操作方法があり、更にストリングと協力して
操作すれば、より多くの新しいプレイスタイルを組み合わせたり作ったりすることができ
、プレイヤーがヨーヨーの新しい技への探索やイノベーションのニーズを満足できる。こ
れにより、愛用者が簡単にヨーヨーに対する興味を失わず、絶え間なく探索するうちにそ
の喜びを得られる。また、回転蓋の外表面を凹面状にすると、この凹面により指を凹面に
当接してヨーヨーを回転させる技を作ってもよく、又は回転蓋の外表面の中心に凸軸を突
出して設けると、当該凸軸に対応する他の技を利用しても良く、その巧みなデザインは、
複数の遊び方に対応する構造の特徴を集めて回転蓋に設けられ、当該ヨーヨーの遊び方を
豊かにする。また、回転ディスクのディスク縁部の端面にカウンターウェイトリングを設
けることにより、回転ディスクの縁部を重くし、ヨーヨーの重心を外側へ移動させ、重心
が外側へ移動したヨーヨーはより安定に回転することができる。当該トルネードヨーヨー
はデザインが巧みで機能の総合性が強く、且つ安定に回転することもできるため、初心者
にも、ヨーヨー技術が熟練で新たしい遊び方を見つける意識を持つ愛用者にも向いている
。
【００１５】
　以下に、図面を参照しながら、本発明をさらに説明する。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の第一実施例の立体構造の模式図である。
【図２】本発明の第一実施例の断面構造の模式図である。
【図３】本発明の第一実施例の分解構造の模式図である。
【図４】本発明の第二実施例の断面構造の模式図である。
【図５】本発明の第三実施例の断面構造の模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
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　図１～図５に示すように、トルネードヨーヨーは、二つの回転ディスク１と、二つの回
転ディスク１の背面部を接続する接続軸２とを含む。該回転ディスク１のディスク内の中
心に凸柱１１が設けられ、凸柱１１にベアリング４が設けられている。回転ディスク１の
外側に回転蓋３が覆って設けられ、該回転蓋３の中心は回転ディスク１に向いた方向へ接
続穴３１が伸び、接続穴３１がベアリング４上に嵌められることにより回転蓋３が回転デ
ィスク１に対して回転することができる。回転蓋３の外縁には回転ディスク１の縁部を包
むように端折３２が設けられているので、正面からヨーヨーを握ったりつまんだりした際
、指は回転蓋３の端折３２と接触することで、回転ディスク１の回転に影響を与えない。
従って、従来のヨーヨーと比べてより多くの手操作方法があり、更にストリングと協力し
て操作すれば、より多くの新しいプレイスタイルを組み合わせたり作ったりすることがで
き、プレイヤーがヨーヨーの新しい技への探索やイノベーションのニーズを満足すること
ができる。
【００１８】
　実施例一
　図１～図３に示すように、該実施例の端折３２と回転蓋３の縁部とが形成した空間は回
転ディスク１のディスク縁部１２より大きいため、回転蓋３がベアリング４に接続した後
、当該端折３２と回転ディスク１のディスク縁部１２との間に隙間が存在するので、回転
蓋３が回転蓋１に接触して回転ディスク１の回転に影響を与えることが避けられる。当該
実施例の回転蓋３の外表面は縁部が高く中心が低い均一な凹面状であり、回転蓋３の中心
は凹面の最低の箇所である。該回転蓋３の接続穴３１は回転蓋３の底面に位置し、且つ接
続穴３１の穴壁が回転蓋３と一体に成形される。このように設けられた凹面はプレイヤー
が指を凹面に当接する技を行うことができるようにして、当該ヨーヨーの遊び方が増える
。当該実施例の回転ディスク１の凸柱１１の端部に近い位置に凹溝１３が一周設けられ、
該ベアリング４が凸柱１１に嵌め込まれると凹溝１３がベアリング４の外側へ突き出し、
止め輪５を凹溝１３に嵌め込むことによりベアリング４が凸柱１１に接続され、このよう
な固定方法は簡単で実用的である。該実施例の止め輪５はＯ型ゴム止め輪であり、対応す
る凹溝１３は半円形の凹溝である。Ｏ型ゴム止め輪５を半円形の凹溝１３に取り付けた後
、Ｏ型ゴム止め輪５のもう半分は凹溝１３の外へ突き出され、ちょうどベアリング４が凸
柱１１から外れることを制限することができ、リミット機能及び阻止する作用を奏する。
回転蓋３を取り出すには、Ｏ型ゴム止め輪５が優れた弾力性を有するため、力をかけて回
転蓋３を外側へ引くだけで、ベアリング４がＯ型ゴム止め輪５を押し付けてＯ型ゴム止め
輪５にベアリング４の内径を通過させることにより、回転蓋３を取り出すことができる。
従って、着脱が便利で快速であり、需要に応じて異なる形状の回転蓋３を交換することが
できる。該実施例は回転ディスク１のディスク縁部１２の端面中心に凹リング１５が設け
られ、当該凹リング１５にカウンターウェイトリング７が嵌められているので、回転ディ
スク１の重心が外側へ移動することにより、ヨーヨーは回転する時にさらに安定になる。
回転ディスク１に円板８が設けられ、該円板８の中心に丸穴８１が開けられ、丸穴８１は
回転ディスク１の凸柱１１に嵌められる。円板８の外表面には、装飾文様又は装飾図案層
が設けられ、又はプレイヤーは自分が好きな図案を貼ったり描いたりしてもよく、それに
よってヨーヨー全体がより美しくなり、更に特色を備えるようになる。更に、円板８にお
ける図案を観察できるように、当該回転蓋３が対応する透明な蓋体として設計される。
【００１９】
　実施例二
　図４に示すように、当該実施例の概略的な構造は実施例一と同じであり、相違点は以下
のようである。当該実施例の回転ディスク１の中心に接続ブロックが接続され、接続軸２
は接続ブロックに接続され、凸柱１１も接続ブロックに設けられる。当該実施例の回転蓋
３は同じく縁部が高くなったディスク状体であるが、その中心の部分も上へ円弧状に盛り
上がっている。当該凸柱１１の端部にネジ穴１４が開けられ、ベアリング４が凸柱１１に
嵌め込まれた後、ナットの直径が凸柱１１の直径より大きいねじ６をねじ穴１４にねじ込
むことにより、ベアリング４が凸柱１１に接続される。このような固定方法も同様に簡単
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で実用的であり、ナットによりベアリング４が凸柱１１から外れることを制限することが
できるので、リミット機能及び阻止する作用を奏する。ベアリング４を取り出すには、ま
ず回転ディスク３を引き出し、続いてねじ６を取り外し、最後にベアリング４を取り出す
。当該実施例の回転ディスク１のディスク内にカウンターウェイトリング９が設けられ、
当該カウンターウェイトリング９はねじにより該回転ディスク１と螺合して固定される。
プレイヤーは回転蓋３の円弧状に盛り上がった円の面に自分が好きな図案を貼ったり描い
たりすることにより、ヨーヨー全体がより美しくなり、更に特色を備える。
【００２０】
　実施例三
　図５に示すように、当該実施例の概略的な構造は実施例一と同じであり、相違点は以下
のようである。当該実施例の回転ディスク１の中心に接続ブロックが接続され、接続軸２
は接続ブロックと接続され、凸柱１１も接続ブロックに設けられている。当該回転蓋３の
外表面の中心に、プレイヤーが握る又はヨーヨーのストリングによって動く凸軸３３が外
側へ向けて突出して設けられている。このような設計はヨーヨーを遊ぶときに、手で回転
蓋３の縁部を握ってヨーヨーを回転させ続けるだけでなく、指でこの二つの凸軸３３をつ
まんでヨーヨーを回転させ続けることもでき、更にヨーヨーのストリングで当該凸軸３３
を動かすことにより回転しているヨーヨーを反転させることもできる。当該実施例の回転
ディスク１のディスク内にカウンターウェイトリング９が設けられ、当該カウンターウェ
イトリング９には係合縁が設けられて、この係合縁が当該回転ディスク１内に対応的に設
けられた係合溝と係合して固定するものである。
【００２１】
　本発明は具体的な実施例により説明したが、この説明は本発明を制限することを意味す
るものではない。本発明の説明を参照して、開示された実施例の他の変化についても、当
業者にとって予想できるものであり、このような変化は請求項が限定する範囲内に属する
べきである。
【図１】 【図２】
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【図５】
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【手続補正書】
【提出日】平成28年10月17日(2016.10.17)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　二つの回転ディスク１と、二つの回転ディスク１の背面部を接続する接続軸２とを含み
、
　前記回転板１のディスク内の中心に凸柱１１が設けられ、前記凸柱１１にベアリング４
が設けられ、前記回転ディスク１の外側に回転蓋３が設けられ、前記回転蓋３の中心が回
転ディスク１に向いた方向へ接続穴３１が伸びており、前記接続穴３１が前記ベアリング
４上に嵌められることにより、回転蓋３が回転ディスク１に対して回転することができ、
前記回転蓋３の外縁に前記回転ディスク１の縁部を包む端折３２が設けられる、
　ことを特徴とするトルネードヨーヨー。
【請求項２】
　前記回転蓋３の重心は前記回転ディスク１の重心と重なっていることを特徴とする請求
項１に記載のトルネードヨーヨー。
【請求項３】
　前記端折３２と回転蓋３の縁部とが形成する空間は前記回転ディスク１のディスク縁部
１２より大きく、前記回転蓋３が前記ベアリング４に接続すると前記端折３２と回転ディ
スク１のディスク縁部１２との間に隙間が存在することを特徴とする請求項１に記載のト
ルネードヨーヨー。
【請求項４】
　前記凸柱１１の端部に近い位置に凹溝１３が一周設けられ、前記ベアリング４が凸柱１
１に嵌め込まれると前記凹溝１３がベアリング４の外側へ突き出て、止め輪５が前記凹溝
１３に嵌め込まれることによりベアリング４が凸柱１１に接続されることを特徴とする請
求項１に記載のトルネードヨーヨー。
【請求項５】
　　前記凸柱１１の端部にネジ穴１４が開けられ、前記ベアリング４が凸柱１１に嵌め込
んだ後、ネジ頭の直径が凸柱１１の直径より大きいねじ６をねじ穴１４にねじ込むことに
より、ベアリング４と凸柱１１とが接続されることを特徴とする請求項１に記載のトルネ
ードヨーヨー。
【請求項６】
　前記回転蓋３の外表面は縁部が高く中心が低い均一な凹面状であり、回転蓋３の中心は
凹面の最も低い箇所であり、前記回転蓋３の接続穴３１は回転蓋３の底面に位置し、且つ
接続穴３１の穴壁が前記回転蓋３と一体に成形されることを特徴とする請求項１に記載の
トルネードヨーヨー。
【請求項７】
　前記回転蓋３の外表面の中心には、プレイヤーが握る又はヨーヨーのストリングにより
動く凸軸３３が外側へ向けて突出して設けられていることを特徴とする請求項１に記載の
トルネードヨーヨー。
【請求項８】
　前記回転ディスク１のディスク縁部１２の端面の中心に凹リング１５が設けられ、前記
凹リング１５にカウンターウェイトリング７が嵌めて設けられることを特徴とする請求項
１に記載のトルネードヨーヨー。
【請求項９】
　前記回転ディスク１のディスク内に円板８が設けられ、前記円板８の中心に前記回転デ
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ィスク１の凸柱１１に嵌められる丸穴８１が開けられ、前記円板８の外表面に装飾文様又
は装飾パターン層が設けられていることを特徴とする請求項１に記載のトルネードヨーヨ
ー。
【請求項１０】
　前記回転蓋３は、対応する回転ディスク１内の円板８を観察できる透明な蓋体として設
計されることを特徴とする請求項８に記載のトルネードヨーヨー。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　ベアリングが凸柱から外れることを避けるために、本発明は以下の手段を採用しても良
い。手段一は、前記凸柱の端部に近い位置に凹溝が一周設けられ、前記ベアリングが凸柱
に嵌め込まれると前記凹溝がベアリングの外側へ突き出て、止め輪が前記凹溝に嵌め込ま
れることにより、ベアリングが凸柱に接続されることである。手段二は、前記凸柱の端部
にネジ穴が開けられ、前記ベアリングが凸柱嵌め込まれた後、ネジ頭の直径が凸柱の直径
より大きいねじをネジ穴にねじ込むことにより、ベアリングが凸柱と接続される。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１９】
　実施例二
　図４に示すように、当該実施例の概略的な構造は実施例一と同じであり、相違点は以下
のようである。当該実施例の回転ディスク１の中心に接続ブロックが接続され、接続軸２
は接続ブロックに接続され、凸柱１１も接続ブロックに設けられる。当該実施例の回転蓋
３は同じく縁部が高くなったディスク状体であるが、その中心の部分も上へ円弧状に盛り
上がっている。当該凸柱１１の端部にネジ穴１４が開けられ、ベアリング４が凸柱１１に
嵌め込まれた後、ネジ頭の直径が凸柱１１の直径より大きいねじ６をねじ穴１４にねじ込
むことにより、ベアリング４が凸柱１１に接続される。このような固定方法も同様に簡単
で実用的であり、ネジ頭によりベアリング４が凸柱１１から外れることを制限することが
できるので、リミット機能及び阻止する作用を奏する。ベアリング４を取り出すには、ま
ず回転ディスク３を引き出し、続いてねじ６を取り外し、最後にベアリング４を取り出す
。当該実施例の回転ディスク１のディスク内にカウンターウェイトリング９が設けられ、
当該カウンターウェイトリング９はねじにより該回転ディスク１と螺合して固定される。
プレイヤーは回転蓋３の円弧状に盛り上がった円の面に自分が好きな図案を貼ったり描い
たりすることにより、ヨーヨー全体がより美しくなり、更に特色を備える。
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